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日本人と外国人が協力し、いざという時に備えて
～８カ国、１００名超える外国人も

参加した多文化防災訓練～

雪吊りで冬支度も万全
～甘泉園公園にて～

愛日幼稚園・中町保育園の幼保連携
～９／１０のオープニングセレモニーから早や３ヶ月、交流もより活発に～

条例改正 指定管理者
ノー

■営利目的の住民基本台帳一覧表の閲覧にNo!
＝住所、氏名等の個人情報をより一層適切に保護＝

住民基本台帳一覧表の閲覧を公益性の高いものに限り認めて、ダイレクトメールや市場調査など営利目的で
の閲覧を禁止する『住民基本台帳基本条例』の一部改正等を可決。また、新宿文化センター、新宿スポーツセ
ンター、野球場、庭球場、社会教育会館など合わせて２６の区立施設の指定管理者の決定を行いました。
…………………………………………………………………………………………………………………関連記事２面

工事契約 補正予算

■落二地域センター等工事スタート、アスベスト対策含む補正予算を可決
区で９番目、待望の『落合第二特別出張所等区民施設建設建築工事請負契約』の締結（契約金額：４億６千７
百万円余、工期：平成１９年２月末まで）を可決しました。また、アスベスト対策の緊急工事として、区役所本庁
舎地下や牛込、西新宿保健センター機械室など区立８施設でのアスベスト除去及び補修経費約１億５千万円、区
立幼稚園保育室等の空調化経費約３億６千万円等を盛り込んだ一般会計補正予算案を可決しました。
……………………………………………………………………………………………………………………関連記事２面

１１
月
１６
日
、
小
畑
議
長
、

宮
坂
副
議
長
は
、
都
庁
を

訪
れ
、
新
宿
区
選
出
の
秋

田
都
議
、
吉
倉
都
議
、
大

山
都
議
、
い
の
つ
め
都
議

ら
と
共
に
、
横
山
東
京
都

副
知
事
に
対
し
て
、
都
区

財
政
調
整
主
要
５
課
題
の

早
期
解
決
に
全
力
を
挙
げ

る
よ
う
強
く
要
請
し
ま
し

た
。
…
…
関
連
記
事
２
面

決議・意見書都
区
財
政
調
整
主
要
５
課
題
の
早
期
＆
全
面
解
決
を

小
畑
議
長
、宮
坂
副
議
長
東
京
都
副
知
事
に

真
摯
な
姿
勢
で
の
協
議
を
強
く
求
む
！

■『歌舞伎町「風俗案内所」を規制する条例の制定を求める意見書』を可決
議員提出議案では、青少年の健全育成、安全・安心のまちづくりの観点から『歌舞伎町「風俗案内所」を規制
する条例の制定を求める意見書』、さらに区民からの陳情を受けて『簡易裁判所新宿調停センターの新設を求め
る意見書』など、６件の意見書を議決し東京都、国会等に提出しました。………………………関連記事２、８面

◆第４回定例会

１１／２５（金）…議会運営委員会、本会議（代表質問：民主・社会
・共産・公明）

１１／２８（月）…議会運営委員会、本会議（代表質問：自民・新無
ク・花マル、一般質問）

１１／２９（火）…常任委員会（総務区民、福祉健康、環境建設、文教委員会）
１１／３０（水）…常任委員会（総務区民、福祉健康、環境建設、文教委員会）
１２／１（木）…地方分権・行政改革特別委員会
１２／２（金）…災害等対策特別委員会、議会運営委員会
１２／６（火）…議会運営委員会、本会議（議案の採決、意見書の

採決等）、常任委員会（総務区民、福祉健康、環
境建設、文教委員会）

●ボリュームアップ！区政のここを問う
３ページの大紙面に、全質問議員の質疑を集約…３～５面

●平成１７年度上半期の政務調査費と
議長交際費の支出状況……６面

●議会が区民の皆様に信頼されるための仕組みを作りました�
『新宿区議会議員政治倫理条例』、１２月１日施行に…７面
●議会の活性化をめざして
議員研修会を開催しました………………７面

●今定例会で議決した意見書………………８面
●皆様から託された 請願・陳情の処理状況…８面
●これ一冊で区議会が身近に
『わたしたちの新宿区議会』の最新版完成！…８面力強く要請を行う議長・副議長

★本紙は、新聞（朝日・産経・東京・日本経済・毎日・読売）折り込みで配布しています。そのほか、主な区立施設などに置いています。

＆

＆



議案の概要と審議結果（賛成…〇 反対…×）
○第４回定例会（１１月２５日～１２月６日）

本
年
１１
月
１６
日
、
新
宿
区
議
会
議
長
・
副
議
長
は
、

「
都
区
財
政
調
整
主
要
５
課
題
」
の
早
期
解
決
の
た

め
、
東
京
都
横
山
副
知
事
に
対
し
、「
真
摯
な
姿
勢

で
協
議
に
臨
み
早
期
解
決
に
全
力
を
挙
げ
る
よ
う
」

区
内
都
議
会
議
員
と
共
に
、
強
く
要
請
し
ま
し
た
。

席
上
、
都
側
は
、
都
区
協
議
の
根
幹
で
あ
る
「
都

区
の
大
都
市
事
務
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
た
財
源
配

分
」に
つ
い
て
、「
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
必
要
」

と
し
て
、
解
決
を
先
延
ば
す
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

都
区
間
に
は
、
大
都
市
事
務
処
理
の
特
例
で
あ
る
、

「
都
区
制
度
」
が
あ
り
、
地
方
自
治
法
は
、「
市
町
村

事
務
の
う
ち
、
都
が
一
体
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
事

務
は
都
が
処
理
」
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

特
別
区
の
区
域
で
は
、
一
般
の
市
で
は
市
が
処
理
す

る
消
防
・
上
下
水
道
等
の
事
務
は
、
都
が
処
理
し
て

い
ま
す
。

平
成
１２
年
に
、
特
別
区
は
法
的
に
も
「
基
礎
的
な

地
方
公
共
団
体
」
と
な
り
、
収
集
・
運
搬
、
焼
却
等

の
清
掃
事
業
等
が
特
別
区
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
１２
年
改
革
は
「
未
完
の
改
革
」
と
し
て
、

解
決
す
べ
き
５
課
題
が
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成
１５
年
３
月
以
来
、
都
区
間
で
協
議
を
続
け

て
き
ま
し
た
が
、
依
然
と
し
て
未
解
決
で
す
。

こ
の
間
の
都
区
協
議
で
、
特
別
区
側
か
ら
の
理
屈

の
通
っ
た
主
張
に
対
し
、
小
中
学
校
の
改
築
需
要
急

増
へ
の
対
応
等
課
題
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
認
識
の

一
致
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
都
区
間
の
事
務
分
担
に
つ

い
て
は
、
都
は
、
都
の
事
務
を
「（
府
県
事
務
で
あ

る
）
政
令
指
定
都
市
の
事
務
に
も
拡
大
す
る
」
と
、

法
を
逸
脱
す
る
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

都
区
の
役
割
分

担
の
あ
り
方
や
都

市
計
画
交
付
金
の

あ
り
方
な
ど
「
主

要
５
課
題
」
は
、

区
民
生
活
に
直
結

す
る
重
要
な
問
題

で
す
。
区
議
会
に
、

区
民
の
皆
様
の
ご

理
解
・
ご
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

都
区
財
政
調
整
主
要
５
課
題

の
早
期
・
全
面
解
決
を
！
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概 要

補正予算額 ８億２，９８８万２千円
補正の理由：アスベスト対策、西早稲田中学校の建設に伴う解体工事等、幼稚園保育室等
・中学校図書室の空調化等に要する経費の計上等

補正予算額 △４，３９９万８千円
補正の理由：給与改定等による職員の給与費の減額及び身体障害者福祉法等システムの修
正経費の計上等

補正予算額 １０億８，５４９万８千円
補正の理由：医療給付費に要する経費の計上

補正の理由：サービス等諸費（施設サービス給付費）を高額サービス費に組み替える。
（組み替えのため、補正予算額は０）

市町の廃置分合により近接地の地域を改める。

不特定多数の区民を対象とした住民基本台帳の写しの閲覧請求を、次に掲げる請求に該当
するものを除き、拒むこととする。
�国の機関若しくは地方公共団体又はこれらの委託を受けた者が行う請求
�放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が、報道の用に供する目的で実施する調査
の対象者を抽出するために行う請求
�大学その他の学術研究を目的とする機関が、学術研究の用に供する目的で実施する調査
の対象者を抽出するために行う請求
�公共的な団体が、区民の福祉の向上に資する公益性の高い事業を実施するために行う請
求
�その他、特に区長が公益性が高いと認める請求

新宿第一保育園の廃園に伴い規定を整備する。

介護保険法の改正に伴い高齢者在宅サービスセンターで行う事業を改めるとともに利用料
金の減額を恒久的な制度とする。

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の更新に係る手数料の区分を新設する
とともに、許可の取消処分対象となる場合を追加する。

浄化槽法の一部改正及び浄化槽保守点検業者登録制度の廃止に伴い規定を整備する。

障害補償等に係る障害基準の追加及び障害等級を改めるとともに用語の整理をする。

特別区人事委員会の勧告に伴い職員の給与を改定するほか、地方自治法の改正に伴い調整
手当を廃止し地域手当を新設する。

特別区人事委員会の勧告に伴い幼稚園教育職員の給与を改定するほか、地方自治法の改正
に伴い調整手当を廃止し地域手当を新設する。

落合第二特別出張所等区民施設建設に伴う建築工事を施行するもの。

次のとおり指定管理者を指定する。
新宿区立新宿文化センター…（財）新宿文化・国際交流財団
新宿区立障害者福祉センター…（社福）新宿区障害者福祉協会
新宿区立新宿生活実習所…（社福）東京都知的障害者育成会
新宿区立富久町保育園…（社福）新栄会
新宿区立元気館…（株）東京アスレティッククラブ
新宿区立新宿リサイクル活動センター…新宿区障害者就労福祉センター
新宿区立新宿スポーツセンター…東宝サービスセンターグループ
新宿区立新宿コズミックスポーツセンター…（財）新宿区生涯学習財団
新宿区立大久保スポーツプラザ…（財）新宿区生涯学習財団
新宿区立西戸山公園野球場、新宿区立落合中央公園野球場、新宿区立西落合公園少年野球
場、新宿区立甘泉園公園庭球場、新宿区立西落合公園庭球場、新宿区立落合中央公園庭球
場、新宿区立妙正寺川公園運動広場…（財）新宿区生涯学習財団
新宿区立三栄町社会教育会館、新宿区立赤城社会教育会館、新宿区立落合社会教育会館、
新宿区立戸山社会教育会館、新宿区立北新宿社会教育会館、新宿区立住吉町社会教育会館、
新宿区立西戸山社会教育会館、新宿区立西戸山社会教育会館分館…（財）新宿区生涯学習財団
新宿区立新宿歴史博物館…（財）新宿区生涯学習財団
新宿区立林芙美子記念館…（財）新宿区生涯学習財団

病気等で入院する高齢者の生活援助のためのヘルパー派遣について定める。

８面の意見書の要旨をご覧ください。

平成１７年度新宿区一般会計補正予算（第５号）

平成１７年度新宿区一般会計補正予算（第６号）

平成１７年度新宿区老人保健特別会計補正予算（第１号）

平成１７年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第３号）

新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

新宿区住民基本台帳基本条例の一部を改正する条例

新宿区立保育所条例の一部を改正する条例

新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例の一部を改正
する条例

新宿区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する
条例の一部を改正する条例

新宿区立の小学校、中学校及び養護学校の非常勤の学校医、学校歯
科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する
条例

新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

新宿区落合第二特別出張所等区民施設建設建築工事請負契約

公の施設の指定管理者の指定について（１３件）

新宿区入院生活の支援に関する条例

議会制度改革の早期実現に関する意見書
構造計算書偽造問題に対する適切な対応と再発防止を求める意見書
保育所及び学童クラブ運営費都加算の存続を求める意見書
改造エアガン対策の強化を求める意見書
歌舞伎町「風俗案内所」を規制する条例の制定を求める意見書
簡易裁判所新宿調停センターの新設を求める意見書

予
算
（
４
件
）

改
正
（
９
件
）

契
約（
１
件
）

そ
の
他
（
１３
件
）

条
例（
１
件
）

決
議
・
意
見
書（
６
件
）

区
長
提
出
議
案
（
２７
件
）

議
員
提
出
議
案
（
７
件
）

平成１７年（２００５年）１２月２５日 2新宿区議会だよりNo.２２３



志
田
雄
一
郎

質
問

区
民
が
待
ち
望
む
地
域
密
着

型
バ
ス
導
入
は
、
検
討
委
員
会
を
設

置
す
る
等
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
今

年
度
調
査
・
検
討
経
費
が
予
算
化
さ

れ
実
現
に
向
け
第
一
歩
を
踏
み
出
し

た
。�
調
査
・
検
討
の
現
状
と
今
後
の

見
通
し
は
。
�
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
。

答
弁

�
ア
ン
ケ
ー
ト
等
集
計
中
。交

通
事
業
者
等
へ
の
調
査
を
実
施
し
、ル

ー
ト
や
仕
組
み
づ
く
り
を
今
後
検
討
。

�
魅
力
あ
る
ル
ー
ト
創
出
等
が
必
要
。

こ
の
他「
消
費
者
行
政
に
つ
い
て
」

等
三
項
目
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

か
わ
の
達
男

質
問

介
護
保
険
は
０６
年
４
月
よ
り

介
護
予
防
を
重
点
に
改
正
さ
れ
る
が

�
介
護
予
防
で
、
�ア
介
護
抑
制
等
が

な
い
よ
う
に
。�イ
メ
ニ
ュ
ー
の
豊
富
化

を
。
�ウ
財
源
は
。
�
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
運
営
は
。�
従
来
型
施
設
整

備
は
。�
国
の
財
政
負
担
割
合
拡
大
を
。

答
弁

�
�ア
給
付
の
抑
制
は
な
い
。�イ

総
合
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
活
用
。�ウ
財

源
は
確
保
。�
区
が
指
導
。�
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
を
整
備
。�
要
望
を
提
出
。

こ
の
他
「
公
文
書
の
保
存
」
等
三

項
目
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

川
村
の
り
あ
き

質
問

姉
歯
建
築
設
計
事
務
所
の
構

造
計
算
書
偽
造
事
件
で
、
区
内
に
も

該
当
建
物
が
一
棟
あ
る
。
区
は
す
べ

て
の
関
係
者
へ
の
徹
底
的
な
調
査
で

真
相
究
明
と
問
題
解
決
、
再
発
防
止

を
急
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
�
区

内
建
築
確
認
件
数
の
７
割
が
民
間
の

指
定
確
認
検
査
機
関
に
よ
る
も
の
で
、

そ
の
５
割
近
く
が
今
回
の
事
件
の
検

査
機
関
「
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
」
の
確
認

物
件
。
事
件
が
区
民
に
与
え
る
不
安

は
大
き
い
。
建
築
確
認
業
務
の
民
間

任
せ
の
廃
止
か
、
行
政
の
関
与
強
化

の
方
向
で
建
築
基
準
法
の
改
正
を
国

に
迫
る
べ
き
。
�
指
定
検
査
機
関
が

確
認
の
場
合
も
行
政
は
し
っ
か
り
監

督
す
べ
き
。
�ア
そ
の
た
め
条
例
等
の

制
定
が
必
要
。
区
の
対
応
は
。
�イ
今

回
の
関
係
者
が
過
去
に
関
与
し
た
建

物
の
調
査
・
情
報
公
開
を
。

答
弁

�
国
の
動
向
を
見
守
り
、
都

や
他
区
と
共
同
し
て
再
発
防
止
対
策

や
体
制
改
善
を
国
に
申
し
入
れ
る
。

�
�ア
指
定
確
認
検
査
機
関
は
国
や
都

道
府
県
が
指
定
。
区
が
指
定
・
監
督

す
べ
き
も
の
で
な
い
た
め
条
例
等
の

制
定
は
考
え
て
い
な
い
。
�イ
調
査
の

第
一
義
的
な
説
明
責
任
は
建
築
主
と

設
計
者
に
。
区
民
の
不
安
解
消
に
向

け
適
切
な
情
報
提
供
を
指
導
。

新
宿
区
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
第

３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て

質
問

１０
月
発
表
の
第
３
期
介
護
保

険
事
業
計
画
中
間
の
ま
と
め
に
つ
い

て
�
区
は
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険

料
を
千
円
値
上
げ
、
区
分
を
６
段
階

か
ら
９
段
階
へ
細
分
化
す
る
案
を
示

し
た
。
�ア
国
の
負
担
割
合
を
２５
％
か

ら
３０
％
へ
引
上
げ
れ
ば
保
険
料
は
現

状
以
下
で
賄
え
る
。
�イ
区
も
一
般
財

源
投
入
で
値
上
げ
の
回
避
を
。
�ウ
保

険
料
段
階
を
さ
ら
に
細
分
化
し
、
低

所
得
者
が
持
続
可
能
な
保
険
料
に
。

�
現
在
１,２００
人
近
い
特
養
の
待
機
者
に

応
え
た
施
設
整
備
計
画
を
。
�
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
に
機
能
切
替
え
の
計
画
。

�ア
必
要
な
人
員
に
対
す
る
人
件
費
の

保
障
を
。
�イ
区
直
営
の
セ
ン
タ
ー
の

保
健
師
配
置
人
数
と
役
割
は
。
�ウ
新

た
に
必
要
と
な
る
「
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
」
設
置
費
用
の
補
助
を
。
�

１０
月
か
ら
食
費
・
居
住
費
が
負
担
増

と
な
っ
た
。
�ア
在
宅
で
の
生
活
を
支

え
る
サ
ー
ビ
ス
を
安
心
し
て
利
用
で

き
る
よ
う
事
業
者
・
利
用
者
へ
補
助

の
早
急
な
実
施
を
。
�イ
利
用
者
等
の

現
状
へ
の
認
識
は
。
�ウ
実
態
調
査
は
。

�
紙
お
む
つ
支
給
対
象
や
自
立
支
援

家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
、
こ
と

ぶ
き
館
存
続
、
介
護
予
防
は
無
料
で

等
の
要
望
が
あ
る
。
区
民
の
意
見
を

収
集
し
計
画
へ
反
映
を
。

答
弁

�
�ア
国
に
要
望
し
て
い
る
が

実
現
し
な
い
。
�イ
保
険
料
で
賄
う
分

の
転
嫁
に
な
る
等
適
当
で
な
い
。
�ウ

低
所
得
者
配
慮
の
新
２
段
階
創
設
等

で
対
応
。
�
今
後
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
９
箇
所
、
認
知
症
高
齢
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
２
箇
所
等
整
備
。

�
�ア
配
置
す
る
専
門
職
に
見
合
っ
た

経
費
を
委
託
経
費
に
算
定
。
�イ
５
名

配
置
予
定
。
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
他
総
合
相
談
、
う
つ
病
や

認
知
症
予
防
へ
も
対
応
。
�ウ
介
護
報

酬
で
賄
う
こ
と
が
原
則
。
補
助
は
考

え
て
い
な
い
。
�
�ア
利
用
者
間
の
公

平
性
の
観
点
で
の
改
正
。
補
助
実
施

予
定
は
な
い
。�イ
事
業
者
の
工
夫
・
努

力
で
対
応
と
認
識
。
�ウ
１０
月
の
制
度

開
始
時
に
情
報
収
集
し
た
。
今
後
も

実
態
把
握
に
努
め
る
。
�
お
む
つ
費

用
助
成
要
件
緩
和
は
考
え
て
い
な
い
。

家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
は
制
度
改
正
趣

旨
に
合
わ
せ
内
容
見
直
し
を
検
討
。

こ
と
ぶ
き
館
は
介
護
予
防
事
業
の
場

と
し
て
活
用
。
生
活
保
護
受
給
者
に

は
介
護
予
防
教
室
参
加
費
を
補
助
。

小
学
校
・
中
学
校
・
養
護
学
校

の
夏
休
み
短
縮
に
つ
い
て

質
問

教
育
委
員
会
は
年
間
授
業
日

数
拡
充
の
た
め
来
年
度
か
ら
夏
休
み

を
５
日
間
短
縮
す
る
方
針
案
を
決
め

た
。
�
関
係
者
の
意
見
を
十
分
聴
き

１
年
以
上
の
時
間
を
か
け
た
検
討
を
。

�
教
育
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
恒
常
的

に
幅
広
い
区
民
か
ら
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
制
度
や
機
会
を
設
け
る
べ
き
。

答
弁

�
学
校
が
実
態
を
十
分
把
握

し
て
い
る
と
考
え
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
結
果
を
公
表
し
意
見
参

考
に
。
�
学
校
訪
問
等
で
交
流
を
行

い
地
域
住
民
の
意
向
把
握
に
努
め
て

き
た
。
よ
り
的
確
な
機
会
を
検
討
。

こ
の
他
、「
少
人
数
学
級
」「
水
害

被
害
者
の
生
活
再
建
」
な
ど
に
つ
い

て
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

赤
羽
つ
や
子

質
問

区
長
の
保
育
行
政
へ
の
意
欲

的
な
取
り
組
み
を
高
く
評
価
す
る
。

幼
保
連
携
・
一
元
化
に
つ
い
て
�
愛

日
幼
稚
園
・
中
町
保
育
園
の
連
携
で

保
護
者
の
評
判
は
。
�
愛
日
幼
稚
園

の
来
年
度
の
募
集
状
況
は
。
�
（
仮

称
）
四
谷
子
ど
も
園
は
本
区
初
の
本

格
的
な
幼
保
総
合
施
設
。
国
の
総
合

施
設
の
検
討
状
況
は
。
�
今
後
、
他

地
域
で
の
幼
保
総
合
施
設
の
展
開
は
。

答
弁

�
幼
保
の
枠
越
え
た
交
友
の

広
が
り
、
施
設
の
相
互
利
用
で
の
活

動
の
活
発
化
な
ど
好
感
の
声
聞
く
。

�
多
く
の
応
募
は
幼
保
連
携
が
支
持

さ
れ
た
成
果
と
受
け
止
め
る
が
、
受

入
人
数
に
限
界
も
あ
り
、
来
年
度
の

保
育
園
応
募
状
況
も
見
て
、
１９
年
度

新
宿
に
地
域
密
着
型
バ
ス
導
入
を

介
護
保
険
の
充
実
を

民
主
党
新
宿
区
議
会
議
員
団

社
会
新
宿
区
議
会
議
員
団

地域密着型バスの早期実現を！自分のペースでゆっくりと

構
造
計
算
書
偽
造
問
題
で

区
は
徹
底
調
査
と
再
発
防
止
策
を

日
本
共
産
党
新
宿
区
議
会
議
員
団

構造計算書偽造 行政のチェック強化で再発防止を

安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
保
育
施
策
の
充
実
を
！

新
宿
区
議
会
公
明
党

代

表

質

問

代

表

質

問

代

表

質

問

代

表

質

問
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以
降
の
課
題
と
す
る
。
�
１８
年
度
の

本
格
実
施
に
向
け
、
今
年
４
月
か
ら

全
国
３６
施
設
で
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
。

�
地
域
の
需
要
や
施
設
改
修
等
の
機

会
踏
ま
え
検
討
。
幼
保
総
合
施
設
の

基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
現
在

準
備
中
の
検
討
会
で
も
協
議
す
る
。

大
き
な
転
換
迎
え
る

介
護
保
険
に
万
全
の
準
備
を

質
問

来
年
４
月
か
ら
予
防
重
視
型

シ
ス
テ
ム
に
大
き
く
転
換
。
�
一
番

の
ポ
イ
ン
ト
は
「
新
予
防
給
付
」
で
、

適
切
な
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
行
え
る
か
だ
。
�ア
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
計
画

は
。
�イ
訪
問
サ
ー
ビ
ス
は
、
真
の
家

事
援
助
サ
ー
ビ
ス
に
な
る
の
か
。
�

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
が
創
設
。
区

民
の
ニ
ー
ズ
高
い
が
、
整
備
の
ビ
ジ

ョ
ン
は
。
�
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
に
つ
い
て
、
新
た
に
様
々
な
機
能

を
担
う
が
、
�ア
一
極
集
中
し
て
大
丈

夫
か
。
�イ
他
の
行
政
機
関
と
の
連
携

は
。
�ウ
円
滑
な
運
営
に
は
運
営
協
議

会
が
大
変
重
要
だ
。
こ
の
会
の
機
能
、

役
割
な
ど
は
。

答
弁

�
�ア
保
健
師
等
の
区
職
員
を

東
京
都
の
研
修
へ
派
遣
予
定
。
さ
ら

に
、
研
修
修
了
者
を
講
師
と
し
て
各

地
の
セ
ン
タ
ー
職
員
に
研
修
を
実
施
。

�イ
訪
問
介
護
時
に
本
人
の
能
力
や
生

活
実
態
を
見
極
め
、
単
な
る
家
事
代

行
で
は
な
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
め

ざ
す
。
�
３
年
間
で
、
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
９
カ
所
、
認
知
症
対

応
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
２
カ
所
、
小

規
模
特
養
ホ
ー
ム
１
カ
所
等
を
整
備
。

地
域
特
性
を
反
映
し
た
基
準
と
し
、

良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
に
努
め
る
。

�
�ア
新
た
な
機
能
で
あ
る
介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、

係
を
新
設
し
、
他
の
機
能
は
、
引
き

続
き
充
実
の
方
向
。
�イ
こ
れ
ま
で
築

い
た
保
健
セ
ン
タ
ー
等
行
政
機
関
と

の
連
携
を
今
後
も
継
続
。
�ウ
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
公
正
・
中
立
性

確
保
の
た
め
１１
月
に
協
議
会
を
設
置
。

今
年
度
は
、
相
談
圏
域
の
設
定
、
委

託
予
定
法
人
の
評
価
等
に
ご
意
見
を

い
た
だ
く
予
定
。

障
害
者
の
不
安
払
拭
す
る

施
策
充
実
を

質
問

障
害
者
自
立
支
援
法
が
成
立

し
、
来
年
４
月
施
行
。
�
地
域
生
活

支
援
事
業
と
サ
ー
ビ
ス
給
付
で
、
�ア

相
談
支
援
事
業
は
、
障
害
者
の
立
場

に
立
っ
て
相
談
で
き
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
体
制
が
必
要
。
現
体
制
で
大

丈
夫
か
。
�イ
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
の
取
り
組
み
は
。
�ウ
激
変
緩
和
の

た
め
の
経
過
措
置
は
。
�
チ
ャ
レ
ン

ジ
ワ
ー
ク
な
ど
就
労
支
援
の
強
化
・

拡
充
は
。
�
障
害
者
へ
の
差
別
禁
止

と
権
利
擁
護
で
、
�ア
区
の
取
り
組
み

は
。
�イ
障
害
者
理
解
の
た
め
の
講
演

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
。

答
弁

�
�ア
き
め
細
か
な
相
談
支
援

体
制
を
整
備
。
�イ
障
害
者
の
自
立
等

に
大
切
な
役
割
持
つ
施
設
。
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
詳
細
が
明
確
に
な
り
次
第
、

在
り
方
を
検
討
。
�ウ
で
き
る
限
り
現

行
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
維
持
に
努
め
る
。

�
よ
り
有
効
に
機
能
で
き
る
よ
う
、

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
も
含
め

て
努
め
る
。
�
�ア
�イ
毎
年
、
講
演
会

や
障
害
・
高
齢
擬
似
体
験
を
実
施
。

今
年
度
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
近
隣
住

民
と
の
交
流
活
動
支
援
等
を
進
め
て

い
る
。
来
年
度
は
作
業
所
製
作
品
の

販
売
等
の
イ
ベ
ン
ト
を
計
画
。

子
ど
も
読
書
活
動
の
推
進
に
つ
い
て

質
問

若
い
世
代
の
�
活
字
離
れ
�

は
深
刻
。
読
み
書
き
や
調
べ
た
り
す

る
能
力
、
す
な
わ
ち
『
言
語
力
』
の

育
成
が
必
要
。
�
今
こ
そ
読
書
運
動

を
通
し
て
児
童
生
徒
の
学
力
向
上
に

最
も
大
事
な
「
読
解
力
」
の
育
成
が

必
要
。
区
の
教
育
の
柱
に
読
書
を
。

�
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
の
推

進
に
は
、
学
校
と
図
書
館
行
政
の
一

体
の
取
組
み
必
要
。
学
校
図
書
館
の

蔵
書
な
ど
読
書
環
境
の
整
備
は
。

答
弁

�
保
護
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

へ
の
様
々
な
研
修
な
ど
、
区
教
育
の

柱
と
し
て
充
実
図
る
。
�
１８
年
５
月

に
は
中
央
図
書
館
に
仮
称
「
子
ど
も

図
書
館
」
を
開
設
、
併
せ
て
配
本
車

で
の
学
校
へ
の
貸
し
出
し
を
予
定
。

こ
の
他
に
「
１８
年
度
か
ら
適
用
さ

れ
る
税
制
改
正
に
よ
る
住
民
税
へ
の

影
響
と
対
策
」「
区
に
お
け
る
地
球

温
暖
化
対
策
」「
男
女
共
同
参
画
社

会
の
推
進
」「
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
」

「
学
校
選
択
制
」
に
つ
い
て
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

深
沢
と
し
さ
だ

質
問

新
宿
は
交
通
、
商
業
、
業
務
、

娯
楽
施
設
が
集
積
し
、
現
在
も
そ
の

度
合
い
が
進
行
中
。
こ
の
状
況
で
東

口
地
区
の
機
能
低
下
が
心
配
。
新
宿

駅
周
辺
の
回
遊
性
の
確
保
、
混
雑
解

消
、
活
性
化
等
、
交
通
環
境
整
備
を

考
え
た
場
合
、
新
宿
駅
東
西
自
由
通

路
と
同
様
に
区
役
所
交
差
点
か
ら
明

治
通
り
ま
で
の
サ
ブ
ナ
ー
ド
の
延
伸

が
必
要
不
可
欠
。
都
議
会
第
３
回
定

例
会
答
弁
で
「
現
在
地
元
区
が
主
体

と
な
っ
て
検
討
を
進
め
て
お
り
、
都

は
区
の
取
り
組
み
状
況
を
踏
ま
え
、

必
要
な
協
力
を
行
う
。」
と
あ
る
が
、

�
区
の
ど
の
部
署
で
進
め
て
い
る
の

か
。
�
区
と
意
見
交
換
の
上
で
の
答

弁
か
。
サ
ブ
ナ
ー
ド
延
伸
に
は
事
業

費
の
調
達
や
事
業
の
主
体
は
ど
こ
か

も
問
題
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
Ｐ

Ｆ
Ｉ
方
式
に
よ
る
手
法
は
ど
う
か
。

�
都
と
早
急
に
協
議
し
行
政
主
体
の

形
で
進
め
て
は
。
�
サ
ブ
ナ
ー
ド
延

伸
は
来
街
者
を
増
や
し
市
街
地
活
性

化
の
大
き
な
光
明
に
な
る
の
で
は
。

答
弁

�
�
サ
ブ
ナ
ー
ド
の
管
理
者

で
あ
る
新
宿
地
下
駐
車
場
株
式
会
社

や
国
土
交
通
省
が
過
去
に
行
っ
た
延

伸
計
画
の
検
討
会
に
一
委
員
と
し
て

参
加
。
都
市
計
画
部
を
中
心
に
都
と

連
携
し
て
取
り
組
む
。
�
�
駅
周
辺

や
歌
舞
伎
町
へ
の
人
の
誘
導
な
ど
回

遊
性
向
上
や
地
域
活
性
化
に
重
要
と

認
識
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
活
用
や
周
辺
の
民

間
開
発
と
あ
わ
せ
た
整
備
方
策
に
つ

い
て
、
都
や
関
係
機
関
等
と
検
討
会

を
立
ち
上
げ
、
サ
ブ
ナ
ー
ド
と
地
下

鉄
１３
号
線
コ
ン
コ
ー
ス
の
接
続
に
向

け
た
検
討
を
行
う
。

高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

質
問

�
区
の
高
齢
者
施
設
は
平
成

１９
年
に
百
人
町
に
で
き
る
特
養
ホ
ー

ム
を
も
っ
て
、
都
の
基
準
を
満
た
す

が
、
今
後
民
間
事
業
者
の
民
設
・
民

営
で
の
要
望
が
あ
っ
た
場
合
、
区
の

対
応
は
。
�
高
齢
者
人
口
増
加
が
予

測
で
き
る
が
、
区
独
自
の
課
題
と
し

て
基
本
構
想
に
盛
り
込
む
べ
き
で
は
。

�
１８
年
度
か
ら
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」

が
始
ま
る
。
こ
の
事
業
者
認
可
権
限

等
が
都
よ
り
区
に
移
譲
さ
れ
る
が
基

準
設
定
を
考
え
て
い
る
の
か
。
�
介

護
保
険
の
不
正
請
求
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
が
ど
う
か
。
�
今
後
、
認
知

症
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
が
保
健
セ

ン
タ
ー
の
充
実
等
必
要
で
は
。

答
弁

�
認
め
る
こ
と
は
想
定
し
て

い
な
い
。
�
住
み
慣
れ
た
土
地
で
在

宅
生
活
が
で
き
る
施
策
の
充
実
が
必

要
。
今
後
の
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策

の
あ
り
方
を
区
民
会
議
等
の
意
見
を

参
考
に
基
本
構
想
に
盛
り
込
む
。
�

地
域
特
性
を
反
映
し
た
基
準
。
�
不

適
正
・
不
正
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行

っ
て
い
る
事
業
者
へ
の
実
地
調
査
・

指
導
、
給
付
費
通
知
の
送
付
、
介
護

報
酬
明
細
書
の
点
検
の
実
施
。
利
用

者
向
け
適
正
利
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配

付
、
介
護
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
実
態
把

握
の
実
施
。
�
認
知
症
相
談
に
随
時

対
応
。
今
後
は
認
知
症
の
早
期
発
見

に
対
す
る
普
及
啓
発
事
業
を
実
施
。

介
護
予
防
健
診
を
機
に
早
期
発
見
、

関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
努
め
る
。

こ
の
他
、「
震
災
対
策
に
つ
い
て
」

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

根
本
二
郎

質
問

昭
和
９
年
に
西
條
八
十
さ
ん

の
作
詞
、
中
山
晋
平
さ
ん
の
作
曲
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
新
宿
音
頭
」
が
、

新
宿
区
民
踊
連
盟
の
大
会
で
７０
年
ぶ

り
に
復
活
し
た
。
�
地
域
お
こ
し
の

支
援
と
し
て
来
年
の
新
宿
御
苑
１００
周

年
イ
ベ
ン
ト
に
働
き
か
け
を
。
ま
た
、

�
作
詞
の
西
條
八
十
さ
ん
は
牛
込
生

ま
れ
で
新
宿
区
に
ゆ
か
り
が
深
い
。

特
別
展
な
ど
を
企
画
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁

�
新
宿
の
ま
ち
の
Ｐ
Ｒ
等
に

重
要
。
新
宿
御
苑
開
苑
１００
周
年
記
念

事
業
や
イ
ベ
ン
ト
等
披
露
の
機
会
を

提
供
し
た
い
。
�
今
後
検
討
す
る
。

生
の
音
楽
が
楽
し
め
る
歌
舞
伎
町
へ

質
問

歌
舞
伎
町
を
「
生
の
音
楽
を

愛
日
幼
稚
園

中
町
保
育
園

進め幼保連携・一元化！２園を結ぶ夢の通路

新
宿
サ
ブ
ナ
ー
ド
の
延
伸
に
つ
い
て

自
由
民
主
党
新
宿
区
議
会
議
員
団

「
新
宿
音
頭
」
で
地
域
お
こ
し
を

新
宿
区
議
会
無
所
属
ク
ラ
ブ

老後も元気で、楽しく

代

表

質

問

代

表

質

問
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民

主

社

会

共

産

公

明

自

民

新
無
ク

民

主

共

産

自

民

新
無
ク

自

民

気
軽
に
楽
し
め
る
町
」
に
し
よ
う
と
、

音
楽
祭
の
開
催
を
目
指
す
活
動
が
あ

る
。
こ
の
活
動
の
成
功
が
歌
舞
伎
町

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
の
成
否
に
か
か

わ
る
。
�
区
の
全
面
的
な
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
。
�
妨
害
等
へ
も
対
策
を
。

答
弁

�
活
性
化
に
役
立
つ
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
可
能
な
限
り
支
援
を
行
う
。

�
関
係
者
と
事
前
調
整
の
う
え
対
処
。

そ
の
他
に
「
耐
震
構
造
計
算
偽
造

事
件
に
つ
い
て
」
等
三
項
目
の
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

な
す
雅
之

質
問

議
員
政
治
倫
理
条
例
が
１２
月

１
日
施
行
。議
員
の「
不
正
な
影
響
力

の
行
使
の
禁
止
」を
明
示
。�
議
会
発

議
で
の
制
定
へ
の
感
想
は
。
�
議
員

が
区
職
員
に
依
頼
等
し
た
場
合
、
議

員
に
文
書
で
の
記
録
と
議
長
へ
の
報

告
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、職
員
側
も

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
る
べ
き
で
は
。

答
弁

�
非
常
に
意
義
あ
る
。
�
公

益
通
報
者
保
護
制
度
を
含
め
た
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
社
会
規
範
遵
守
）条

例
検
討
の
中
で
、
議
員
政
治
倫
理
条

例
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て
検
討
中
。

久
保
合
介

区
民
の
健
康
と
命
を
守
れ

質
問

�
石
綿
被
害
は
区
施
設
の
防

止
対
策
だ
け
で
な
く
、民
間
施
設
か
ら

の
被
害
が
区
民
に
及
ば
な
い
よ
う
対

策
を
国
、
都
へ
要
望
す
る
と
と
も
に
、

区
独
自
の
全
般
的
対
策
の
検
討
も
す

べ
き
。�
被
害
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、国
、都
の
対
策

を
待
つ
だ
け
で
な
く
、区
の
保
健
・
衛

生
機
能
の
総
力
を
活
用
し
備
え
る
べ
き
。

答
弁

�
民
間
施
設
に
、除
去
に
直
接

要
し
た
工
事
費
の
一
部
助
成
を
検
討
。

�
適
切
な
医
療
体
制
確
保
に
努
め
る
。

山
田
敏
行

玉
川
上
水
の
復
活
を

質
問

歴
史
遺
産
と
し
て
も
高
い
評

価
の
玉
川
上
水
の
復
活
に
向
け
、�
今

ま
で
の
取
り
組
み
は
。�
課
題
は
。�

今
後
は
。�
実
現
の
見
通
し
は
。�
終

着
点
に
ふ
さ
わ
し
い
周
辺
の
整
備
を
。

答
弁

�
ま
ち
づ
く
り
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
で
位
置
づ
け
。
環
境
省
等
と

話
合
い
。
�
水
源
確
保
や
維
持
管
理

等
。
�
検
討
会
議
設
置
等
。
�
新
宿

御
苑
開
苑
１００
周
年
を
第
一
歩
と
し
た

い
。
�
四
谷
大
木
戸
周
辺
を
ふ
さ
わ

し
い
場
所
に
し
た
い
。

田
中
の
り
ひ
で

駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
一
刻
も
早
く
！

質
問

第
４
次
実
施
計
画
で
の
駅
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
補
助
は
、
１８
年
度

の
実
施
を
。
下
落
合
駅
は
狭
い
改
札

口
・
開
か
ず
の
踏
切
等
通
行
困
難
に

よ
り
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
、
中
井
駅
は

危
険
解
消
の
面
か
ら
も
北
口
改
札
口

と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を
早
急
に
。

答
弁

下
落
合
駅
に
つ
い
て
は
、

近
々
ス
ロ
ー
プ
が
設
置
。
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
設
置
等
は
今
後
協
議
継
続
。
中

井
駅
は
山
手
通
り
の
工
事
で
生
じ
る

空
間
に
北
口
改
札
の
設
置
を
推
進
。

く
ま
が
い
澄
子

環
境
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
を

質
問

�
自
転
車
走
行
の
安
全
と
歩

行
者
の
安
全
確
保
は
。
�
早
稲
田
大

学
周
辺
の
放
置
自
転
車
対
策
を
。
�

駐
輪
場
整
備
は
鉄
道
事
業
者
の
当
然

の
責
務
。
地
下
鉄
１３
号
線
３
駅
へ
の

駐
輪
場
確
保
を
。
�
都
電
荒
川
線
の

江
戸
川
橋
ま
で
の
延
伸
を
。

答
弁

�
幹
線
道
路
整
備
に
合
わ
せ
、

歩
道
の
設
置
を
事
業
者
に
要
請
。
�

大
学
側
に
駐
輪
場
の
新
設
等
求
む
。

�
事
業
者
に
強
く
働
き
か
け
る
。
�

様
々
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
必
要
。

下
村
治
生

自
動
二
輪
の
駐
車
対
策
に
つ
い
て

質
問

駅
周
辺
で
自
動
二
輪
の
違
法

駐
車
が
顕
著
。�
利
用
状
況
等
の
調
査

を
。�
自
転
車
整
理
区
画
へ
の
駐
車
に

看
板
設
置
な
ど
強
い
警
告
を
。�
道
交

法
の
改
正
に
合
せ
、取
締
ま
り
強
化
の

要
望
を
。�
既
存
公
共
駐
車
場
へ
の
専

用
ス
ペ
ー
ス
を
。�
車
道
上
の
パ
ー
キ

ン
グ
エ
リ
ア
に
専
用
区
画
の
設
置
を
。

答
弁

�
来
年
度
、
利
用
状
況
を
調

査
。�
検
討
す
る
。�
警
視
庁
に
強
化

を
要
望
。�
駐
車
場
管
理
者
に
設
置
要

望
。
�
所
管
の
公
安
委
員
会
と
協
議
。

え
の
き
秀
隆

介
護
保
険
制
度
の
今
後
は

質
問

�
第
三
期
介
護
保
険
事
業
計

画
で
、
�ア
介
護
予
防
の
効
果
検
証
は
。

�イ
介
護
対
象
者
を
意
欲
的
に
要
介
護

状
態
改
善
に
向
か
わ
せ
る
た
め
の
区

の
役
割
は
。
�ウ
介
護
予
防
効
果
を
折

り
込
ん
だ
介
護
保
険
料
設
定
で
大
丈

夫
か
。
�
介
護
給
付
費
準
備
基
金
の

基
本
的
な
考
え
方
は
。

答
弁

�
�ア
国
の
指
標
で
統
計
的
に

分
析
。�イ
動
機
づ
け
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
が
必
要
。�ウ
実
績
と
効
果
を
今
後

検
証
。�
保
険
財
政
の
安
定
化
が
目
的
。

小
野
き
み
子

納
税
者
の
声
を
政
策
に

質
問

住
民
税
の
一
％
を
納
税
者
の

意
向
に
沿
っ
た
使
い
方
を
す
る
方
式

に
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
が
あ
る
。

緑
を
守
り
環
境
を
保
存
す
る
た
め
に

も
、
新
宿
区
で
も
既
存
の
基
金
を
受

け
皿
と
し
て
、
納
税
者
の
意
思
を
生

か
す
方
式
を
検
討
す
べ
き
。

答
弁

納
税
者
の
み
に
着
目
し
た
使

い
方
が
妥
当
か
等
課
題
が
あ
る
。
基

金
の
条
例
整
備
や
審
査
方
法
等
の
検

討
も
必
要
で
、
直
ち
に
導
入
は
困
難
。

情
報
収
集
も
含
め
今
後
研
究
。

雨
宮
武
彦

住
宅
の
耐
震
補
強
助
成
の
大
き
な
前
進
を
！

質
問

�
耐
震
補
強
工
事
助
成
は
、�ア

危
険
度
高
い
地
域
以
外
へ
も
。�イ
充
分

な
金
額
で
。�
静
岡
県
は
診
断
〜
工
事

の
シ
ス
テ
ム
化
や
県
の
助
成
、専
門
家

育
成
で
実
績
あ
げ
た
。同
様
施
策
を
都

へ
要
請
し
、本
区
も
シ
ス
テ
ム
構
築
を
。

�
積
極
的
な
普
及
啓
発
を
。�
地
震
で

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
停
止
時
、災
害
弱
者
の

区
施
設
へ
の
避
難
と
そ
の
周
知
を
。

答
弁

�
�ア
�イ
検
討
。�
都
と
連
携
し

支
援
事
業
検
討
。
�
積
極
的
に
推
進
。

�
施
設
確
保
に
努
め
、相
談
先
を
周
知
。

吉
住
健
一

防
災
用
語
・
相
談
窓
口
に
つ
い
て

質
問

�
防
災
活
動
の
用
語
を
解
り

易
い
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
検

討
は
。
�
外
国
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や

苦
情
に
現
状
の
体
制
で
は
対
応
し
き

れ
な
い
の
で
は
。
体
制
の
検
討
を
。

答
弁

�
簡
易
な
言
葉
で
の
説
明
等

防
災
機
関
と
の
調
整
も
含
め
て
検
討
。

�
外
国
人
相
談
窓
口
を
区
役
所
１
階

と
多
文
化
共
生
プ
ラ
ザ
に
設
置
。
ま

た
地
域
文
化
部
が
第
一
義
的
な
窓
口

と
な
り
、
関
係
機
関
と
連
携
、
解
決

を
図
る
。

の
づ
た
け
し

ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
へ
の
取
組
み
は

質
問

�
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援

の
た
め
の
具
体
的
な
成
果
は
。
�
区

に
保
護
さ
れ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
が
生
活

保
護
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る

区
財
政
へ
の
影
響
は
。
�
自
立
支
援

や
そ
れ
を
受
け
て
の
生
活
保
護
に
つ

い
て
は
、
国
が
財
政
の
上
か
ら
も
そ

の
責
任
を
全
面
的
に
考
え
る
べ
き
。

答
弁

�
都
区
共
同
事
業
等
に
よ
り

１,１０２
名
か
ら
一
年
間
で
４６３
名
に
減
少
。

�
医
療
扶
助
等
で
大
き
な
影
響
。
�

国
が
責
任
を
持
ち
対
応
す
べ
き
。

お
ぐ
ら
利
彦

体
験
的
学
習
で
青
少
年
の

健
全
育
成
と
若
年
失
業
対
策
を

質
問

今
の
子
ど
も
は
大
人
や
年
上

の
人
と
接
す
る
機
会
が
少
な
く
、
体

験
不
足
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」

や
週
５
日
制
で
の
余
裕
を
体
験
的
な

学
習
に
活
用
し
、
自
ら
考
え
る
力
の

育
成
を
。
�
地
域
の
関
わ
り
が
必
要

で
は
。
�
ニ
ー
ト
増
加
の
一
因
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
区
の
対
策
は
。

答
弁

�
指
摘
の
と
お
り
。地
域
の
活

動
等
を
支
援
。
�
様
々
な
体
験
や
参

加
の
機
会
を
確
保
し
て
自
立
を
支
援
。

議
員
の
口
利
き
禁
止
で
公
平
・
公
正
な
行
政
を
！

新
宿
区
議
会
花
マ
ル
ク
ラ
ブ

適正な事務遂行を妨げる
『口利き』の禁止を

７０年ぶりに復活！新宿音頭

平 成１８年 第 １ 回
定例会のお知らせ

☆２月２１日から３月２３日までの予定
です。主な日程は、次のとおりです。
本 会 議 ２月２１日・２４日・２７日

３月２３日
予算特別委員会 ２月２８日～３月１３日
常任委員会 ３月１５日・１６日
特別委員会 ３月１７日・２０日
☆ぜひ傍聴にいらしてください。

会派略称：

公 明＝新宿区議会公明党

共 産＝日本共産党新宿区議会議員団

自 民＝自由民主党新宿区議会議員団

新無ク＝新宿区議会無所属クラブ

民 主＝民主党新宿区議会議員団

社 会＝社会新宿区議会議員団

無所属＝無所属

花マル＝新宿区議会花マルクラブ

代

表

質

問
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政務調査費の収支報告をお知らせします
政務調査費とは、地方自治法に基づき、新宿区政務調査費の交付に関する条例を定めて、議員（会派）が調査研究に使うために必要な経費の一部
として、会派に交付される経費のことです。
平成１７年度（平成１７年４月～平成１７年９月）に交付した政務調査費がどのように使われたのかは下記の表のとおりです。

◎収入……月額１５万円に会派の人数を乗じた金額になります。※民主党新宿区議会議員団は、４月～６月は４人、７月～９月は３人です。（交付された政務調査費に残額が生じた場合は、区に返還します。）

支出（項目の説明）
人件費事務費広報費資料費会議費研修費調査研究費

調査研究を補助
する職員を雇用
する経費。

調査研究にかか
る事務遂行に必
要な経費。

議会活動及び区政
に関する政策等の
広報活動に要する
経費。

調査研究に必要な資
料の作成及び図書、
資料等の購入に要す
る経費。

調査研究のため
の各種会議に要
する経費。

研修会及び講演会の実施に必要な
経費並びに他団体が開催する研修
会、講演会等への所属議員及び会
派の雇用する職員の参加に要する
経費。

区の事務及び地方行
財政に関する調査研
究及び調査委託に要
する経費。 【給料、手当、社会

保険料、賃金など】
【事務用品・備品
購入費、リース料、
通信費など】

【会場費、会場設
営費、講師謝礼、
資料印刷費など】

【広報紙・報告書等
印刷費、送料、交通
費など】

【印刷・製本費、原稿
料、書籍購入費、新聞
・雑誌購読料など】

【調査委託費、調査報
告書等作成費、交通費、
宿泊費など】

【会場費、機材借り上げ費、講師謝礼、出
席者負担金、会費、交通費、宿泊費など】

政務調査費は、下記の使途に用いることはできません

１ 政党、政治、後援会活動、あるいは個人のためのもの
（ただし、政党が主催する研修会への参加等は除く）

２ 日当に相当するもの
３ 寄付金、賛助会費等、公職選挙法に抵触するもの

もっと詳しく知りたい時

会派は、四半期（４月～６月・７～９月・１０月～１２月及び翌年１～３月）ごとに『四半期収支状況報告書』を、また、年度（４月～翌年３月）
が終わると、『年度収支報告書』をそれぞれ３０日以内に議長に提出します。
報告書には、調査研究費や会議費等の項目別に、具体的な使いみちと金額が書かれています。この報告書は、閲覧することができます。（領
収書等についてもご覧いただけます。）
詳しくご覧になりたい方は、議会事務局までご連絡ください。

議長交際費の支出状況をお知らせします
●議長が議会を代表して各種行事や接遇関係など対外的な活動をするために要する経費です。
●毎月の執行額については、平成１６年１月分から区議会ホームページでご覧になれます。議長交際費とは？

※ 支出団体名等をご覧になりたい方は、議会事務局までご連絡ください。

平成１７年度上半期〔平成１７年４月～平成１７年９月〕 政務調査費収支一覧

主 な 使 途

調査研究視察経費、資
料購入経費、広報紙発
行経費など
研修会参加経費、広報
紙発行経費、区政報告
会開催経費など
調査研究交通費、資料
購入経費、広報紙発行
経費など
調査研究交通費、資料
購入経費、広報紙発行
経費など
調査研究交通費、資料
購入経費、広報紙発行
経費など
調査研究交通費、研修
会参加経費、広報紙発
行経費など
資料購入経費、事務用品
購入経費、通信費など
研修会参加経費、資料購入
経費、広報紙発行経費など

支出合計

２，０９１，３８９

６，９６８，９５３

７，１９０，３７４

２，９５７，２８７

３，２１５，７０８

１，５７０，０６９

８９３，２９４

６４１，２０７

２５，５２８，２８１

支 出
人 件 費

１００，０００

４，９１５，６８０

２，５７１，０００

０

７４０，２６０

０

０

２０，０００

８，３４６，９４０

事 務 費

４７５，７４８

９５２，１８５

８１７，５９１

３４０，００４

１５１，６８７

２３８，０７５

８９０，１４４

１８６，０７１

４，０５１，５０５

広 報 費

５５４，１９６

６６１，３８３

２，３２７，８８４

２，１６７，７８６

１，５８７，６０９

７３６，２８１

０

２５３，２３７

８，２８８，３７６

資 料 費

３２０，２７７

３８５，５２０

３７８，１９５

７０，０１６

１１９，８４２

３０２，２３３

３，１５０

１７，０００

１，５９６，２３３

会 議 費

０

３，６５５

１９，２２２

０

９，３８７

０

０

８，０４０

４０，３０４

研 修 費

０

４２，４００

０

１５，２００

２３，８８０

１４９，５４０

０

１４３，１２９

３７４，１４９

調査研究費

６４１，１６８

８，１３０

１，０７６，４８２

３６４，２８１

５８３，０４３

１４３，９４０

０

１３，７３０

２，８３０，７７４

収 入

８，１００，０００

８，１００，０００

７，２００，０００

３，６００，０００

３，１５０，０００

１，８００，０００

９００，０００

９００，０００

３３，７５０，０００

会派
人員

９

９

８

４

３

２

１

１

３７

会 派 名

新 宿 区 議 会
公 明 党

日本共産党新宿
区議会議員団

自由民主党新宿
区議会議員団

新 宿 区 議 会
無所属クラブ

民主党新宿区議
会 議 員 団

社会新宿区議会
議 員 団

無 所 属

新 宿 区 議 会
花マルクラブ
合 計

合 計

金 額

６，０００

０

１０，０００

１０３，０００

１０，０００

１２９，０００

件 数

１

０

１

１３

１

１６

接 遇

金 額

０

０

０

０

０

０

件 数

０

０

０

０

０

０

弔 慰

金 額

０

０

０

０

１０，０００

１０，０００

件 数

０

０

０

０

１

１

見 舞 い

金 額

０

０

０

０

０

０

件 数

０

０

０

０

０

０

会 費

金 額

６，０００

０

１０，０００

１０３，０００

０

１１９，０００

件 数

１

０

１

１３

０

１５

支出項目

支出先

町 会

地 域 団 体

商 店 会

各種関係団体

そ の 他

合 計

単位（円）

単位（円）

平成１
７年度

上半期

平成１
７年度

上半期
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議会が の に されるための みを りました区民 皆様 信頼 仕組 作 �

議 会

・区政全般が適正に行
われているかを調査
・点検・監視

・区民の様々な問題の
解決と区の将来を見
据えた活動に努める

議 員

・区民全体の代表とし
ての権能と責務を深
く自覚し、政治倫理
基準を守り、使命達
成に努め、活動を区
民に明らかにする

・公正な職務執行を妨
げる不当な要求には
屈しない

区 民

・区民の代表たる議員
を信頼し、政治倫理
基準を逸脱する行為
を求めない

・議会を監視し、積極
的に議員・議会を通
して区政運営に参画
する

・議員の活動に注目し、
説明責任を果たすこ
とを求める

吉野 孝 早稲田大学政治経済学部教授 水田 勝博 区民委員

堀川 末子 弁護士、区法律相談員 くまがい 澄子 区議会議員

石黒 之俐子 区民委員 田中 のりひで 区議会議員

小野 栄子 区民委員 宮坂 俊文 区議会議員

議議会会がが区区民民のの皆皆様様にに信信頼頼さされれるるたためめのの仕仕組組みみをを作作りりままししたた��
新宿区議会議員政治倫理条例、施行に

本紙でも制定までの経過をお知らせしてきた『新宿区議会議員政治倫理条例』が、
１２月１日から施行となりました。議会の憲法ともいうべきもので、条例の策定に区民
が参加し、議会の理念やセクハラ禁止を盛り込んだ、全国的にも例を見ない先駆的な
条例です。条例施行に合わせ、関連規程・要綱も制定され、同日施行となりました。
今回は、これまでの経緯と施行された条例等の概要をお知らせします。

新宿区議会議員政治倫理条例
議員の政治倫理を確立し、清浄で民主的な区政の発展に寄与すること
を目的として制定されました。前文で、「議員が明確な基準のもとで誇
りをもって区政を担いつつ説明責任を果たし、区民が議員を信頼し、議
員の活動について説明を求めることができる仕組みを創設することが必
要である」と述べています。
●○制定までの経緯は？
平成１４年～ 制定について議会内で検討
平成１５年 議会の地方分権・行政改革特別委員会（議会改革を進め

る小委員会）で制定を決定
平成１６年４月 公募による区民委員、学識経験者、議員を含む１６名の委

員で構成する「新宿区議会議員政治倫理条例に関する懇
談会」の設置

１０月 懇談会で答申が出され、これをもとに条例案を策定
平成１７年１月 区広報紙などで区民の皆様の意見を公募

５月 最終案を策定
６月 第２回区議会定例会で可決

●○主な内容は？
議会、議員、区民それぞれの「あるべき姿」をうたっています

議員の政治倫理基準として、４つの項目を挙げています
・区職員等に対する不正な影響力を行使してはダメ！
議員は、権限や地位を利用して公正な職務執行を妨げるような働
きかけをしてはなりません。
・依頼等をしたときは必ず記録！
議員は、職員等に依頼等をしたときは、その内容を記録した文書
を議長に提出しなければなりません。この文書は閲覧できます。
・兼業は必ず報告！
議員は、事業を営んでいる場合や、法人等の団体の取締役・理事
・監査役・監事・顧問などになっている場合は、議長に兼業報告書
を提出しなければなりません。この報告書は閲覧できます。

・人権侵害のおそれのある行為はダメ！
議員は、地位を利用した嫌がらせ、強制・圧力、セクシュアル・
ハラスメント等、人権侵害のおそれのある行為をしてはなりません。
政治倫理審査会について規定しています
・議会に、政治倫理審査会を設置
審査会は、学識経験者２名、区民委員３名、議員３名で構成され、
男女比がいずれも４割未満にならないこととしています。委員の任
期は２年です。
・審査の請求ができます！
区民は、議員が政治倫理基準や法令等に違反する行為をしたと思
われるときは、これを証明する資料を添えて、５人以上の議員、ま
たは１００人以上の区民（満２０歳以上）の連署で、議長に審査を請求
することができます。また、人権侵害の行為については、誰でも、
また１人でも、議長に審査を請求することができます。
・審査会を開催します
審査会は、審査結果を６０日以内に議
長に報告します。審査会は、必要な措
置を議会に勧告することができます。
議会は、議員が政治倫理に違反したと
認めたときは、区民の信頼を回復する
ために、必要な措置を講じます。
また、議長は、審査結果の概要を
公表しなければなりません。

新宿区議会議員政治倫理条例施行規程
条例の施行にあたっての必要事項として、条例にある「依頼等の記録
文書」の例外についての詳細や、審査会の運営、審査請求書等の文書の
様式などを定めています。
新宿区議会議員政治倫理審査会に係る謝礼の支給要綱
審査会委員に対する謝礼等について定めています。委員のうち、議員
については支給しないこととしています。

新宿区議会議員政治倫理審査会 委員名簿

条例・規程・要綱については、全文を区議会事務局で配布しているほか、
新宿区議会ホームページ（http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/gikai/）でご
覧いただけます。

さ
る
１１
月
２４
日
、
議
会
の
活
性
化
を
テ
ー
マ
に
議
員
研

修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
は
法
政
大
学
大
学
院
な
ど
で
、
講
師
を
務
め
て
い

る
加
藤
幸
雄
氏
で
す
。
加
藤
氏
は
、
全
国
市
議
会
議
長
会

事
務
局
に
長
ら
く
勤
務
し
て
い
た
経
歴
を
お
持
ち
で
、
地

方
分
権
問
題
、
地
方
議
会
の
あ
り
方
や
活
性
化
に
つ
い
て

も
多
数
の
著
書
が
あ
り
ま
す
。

講
演
の
前
段
で
は
、
日
本
の
地
方
自
治
制
度
が
ア
メ
リ

カ
を
範
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
そ
の
沿
革
を
整
理

し
た
上
で
、
議
会
の
役
割
に
つ
い
て
、
議
員
が
積
極
的
に

政
策
・
立
案
す
る
こ
と
が
、
お
の
ず
と
自
ら
の
条
例
等
の

審
議
能
力
の
向
上
に
繋
が
る
と
力
強
く
説
き
、
区
議
会
の

一
層
の
奮
起
を
促
し
ま
し
た
。

ま
た
、
議
会
の
活
性
化
方
策
と
し
て
は
、
�
制
度
面
の

改
革
、�
法
解
釈
の
改
革
、�
運
営
面
の
改
革
な
ど
、
様
々

な
角
度
か
ら
現
在
の
地
方
議
会
を
取
り
巻
く
法
制
度
上
の

制
約
や
解
釈
な
ど
を
分
析
し
、
改
善
す
べ
き
点
の
提
案
が

あ
り
ま
し
た
。
思
わ
ず
「
そ
の
と
お
り
！
」
と
う
な
ず
く

議
員
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

講
演
後
、
出
席
議
員
か
ら
「
議
員
同
士
の
政
策
討
論
の

あ
り
方
」
や
「
議
会
内
へ
の
審
議
会
の
設
置
の
是
非
」
な

ど
の
活
発
な
質
疑
が
あ
り
、
予
定
の
時
間
を
少
し
オ
ー
バ

ー
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

新
宿
区
議
会
は
、
区
議

会
だ
よ
り
で
も
お
知
ら
せ

し
て
い
る
と
お
り
、
よ
り

開
か
れ
た
議
会
を
め
ざ
し

て
改
革
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、

課
題
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
、

不
断
の
努
力
が
必
要
と
考

え
て
い
ま
す
。
今
後
も
研

修
会
な
ど
、
改
革
の
糧
と

な
る
機
会
を
積
極
的
に
利

用
し
、
自
ら
を
研
さ
ん
し

て
、
議
会
改
革
に

取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

区
議
会
議
員
研
修

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
ののののののののののののののののののの
活活活活活活活活活活活活活活活活活活活
性性性性性性性性性性性性性性性性性性性
化化化化化化化化化化化化化化化化化化化

ににににににににににににににににににに
つつつつつつつつつつつつつつつつつつつ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいい
ててててててててててててててててててて
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

議
員
研
修
会
を
開
催
！

No.２２３新宿区議会だより7 平成１７年（２００５年）１２月２５日



本
定
例
会
に
お
い
て
新
た
に
１０
件

の
陳
情
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
の

結
果
、
２
件
を
採
択
し
、
１
件
を
一

部
採
択
、
ま
た
、
２
件
を
不
採
択
、

１
件
を
一
部
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
議
会
の
閉
会
中
も
継
続
し

て
審
査
し
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
１

件
を
採
択
し
ま
し
た
。

結
論
の
出
な
か
っ
た
請
願
・
陳
情

に
つ
い
て
は
、
議
会
の
閉
会
中
も
継

続
し
て
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し

た
。

新
た
に
提
出
さ
れ
た

も
の【
要
旨
・
審
査
結
果
】

今
定
例
会
で

審
査
し
た
も
の

□
新
宿
区
空
き
缶
等
の
散
乱
及
び
路

上
喫
煙
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す

る
条
例
に
於
け
る
第
８
条
た
だ
し
書

き
の
廃
止
等
に
関
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
４３
号（
環
境
建
設
委
員
会
）

↓【
不
採
択
】

第
８
条
た
だ
し
書
き
「
区
長
の
指

定
す
る
場
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。」
の
廃
止
及
び
５
カ

所
の
喫
煙
場
所
の
撤
去
を
要
求
し
ま

す
。

□
新
宿
区
役
所
・
出
張
所
の
土
曜
日

業
務
再
開
に
関
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
４４
号（
総
務
区
民
委
員
会
）

↓【
継
続
審
査
】

現
在
、
官
公
庁
は
完
全
週
休
２
日

制
で
あ
る
。
こ
れ
を
新
宿
区
役
所
、

新
宿
区
の
出
張
所
か
ら
崩
し
て
も
ら

い
た
い
。
土
曜
日
は
正
午
ま
で
勤
務

す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
勤
務
に

関
し
て
は
休
日
出
勤
手
当
な
ど
は
払

わ
な
い
。

□
簡
易
裁
判
所
調
停
セ
ン
タ
ー
設
置

構
想
に
関
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
４５
号（
総
務
区
民
委
員
会
）

↓【
採
択
し
意
見
書
を
提
出
】

東
京
三
弁
護
士
会
が
、
東
京
簡
易

裁
判
所
の
調
停
機
能
を
備
え
る
新
宿

調
停
セ
ン
タ
ー
（
分
室
）
を
新
宿
駅

近
く
に
設
置
す
る
こ
と
を
東
京
地
方

裁
判
所
に
申
し
入
れ
る
に
当
た
り
、

東
京
三
弁
護
士
会
の
要
望
の
趣
旨
に

賛
同
い
た
だ
き
、
東
京
地
方
裁
判
所

な
ど
関
係
機
関
に
新
宿
調
停
セ
ン
タ

ー
の
設
置
を
求
め
る
旨
の
意
見
書
を

提
出
す
る
な
ど
働
き
か
け
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

□
新
宿
区
役
所
が
発
行
す
る
印
刷
物

と
新
宿
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
新
宿

区
の
広
報
関
係
で
「
協
働
」
と
い
う

言
葉
の
削
除
を
要
求
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
４６
号（
総
務
区
民
委
員
会
）

↓【
不
採
択
】

区
長
は
、
協
働
と
い
う
言
葉
の
意

味
を
当
初
知
ら
ず
に
使
い
は
じ
め
ま

し
た
。
協
働
と
は
「
協
力
し
て
働
く

こ
と
」
と
広
辞
苑
に
も
載
っ
て
お
り

ま
す
。
協
働
と
い
う
言
葉
を
使
う
前

に
調
べ
る
の
が
当
然
で
す
。
よ
っ
て

協
働
と
い
う
言
葉
を
新
宿
区
の
広
報

活
動
か
ら
削
除
す
る
の
が
良
識
あ
る

人
間
（
区
長
）
の
態
度
だ
と
考
え
ま

す
。

□
二
輪
車
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に

関
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
４８
号（
環
境
建
設
委
員
会
）

↓【
採
択
】

１

区
の
施
設
や
主
要
駅
前
に
二
輪

車
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
く

だ
さ
い
。

２

商
業
施
設
や
病
院
等
の
人
の
集

ま
る
民
間
施
設
に
二
輪
車
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
よ
う
区
と

し
て
働
き
か
け
て
く
だ
さ
い
。

□
高
度
地
区
変
更
に
よ
る
絶
対
高
さ

制
限
の
早
期
実
施
と
駆
け
込
み
建
築

業
者
へ
の
厳
し
い
措
置
を
求
め
る
陳

情
１７
陳
情
第
４９
号（
環
境
建
設
委
員
会
）

↓【
継
続
審
査
】

１

高
度
地
区
変
更
に
よ
る
絶
対
高

さ
制
限
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

（
仮
称
）
新
宿
区
山
吹
町
マ
ン

シ
ョ
ン
新
築
工
事
の
現
計
画
の
２４

階
を
１４
階
に
変
更
す
る
こ
と
。

３

地
域
住
民
と
建
築
主
と
の
間
で

建
築
工
事
協
定
を
締
結
す
る
ま
で

は
、
工
事
の
着
工
を
し
な
い
こ
と
。

４

新
宿
区
は
新
宿
区
高
度
地
区
変

更
素
案
を
考
慮
し
て
慎
重
な
対
応

と
指
導
を
行
い
、
性
急
な
許
可
申

請
に
及
ぶ
こ
と
の
な
い
よ
う
指
導

す
る
こ
と
。

□
新
宿
区
政
務
調
査
費
の
使
途
の
在

り
方
に
関
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
５０
号（
議
会
運
営
委
員
会
）

１
項
、２
項
は
採
択
、

↓【

】

３
項
は
不
採
択

�
政
務
調
査
費
「
使
途
基
準
」
の
使

用
可
能
範
囲
を
会
派
任
せ
に
せ
ず

統
一
的
に
定
め
る
こ
と
。

�
条
例
第
１１
条
の
議
長
の
調
査
権
限

を
有
効
的
に
活
用
す
る
こ
と
。

�
政
務
調
査
費
の
適
正
な
運
用
を
監

視
す
る
た
め
、
第
三
者
機
関
の
創

設
を
検
討
す
る
こ
と
。

□
建
築
確
認
業
務
の
現
行
制
度
改
善

に
つ
い
て
の
陳
情

１７
陳
情
第
５１
号（
環
境
建
設
委
員
会
）

↓【
継
続
審
査
】

１

現
在
民
間
に
も
委
ね
ら
れ
て
い

る
建
築
確
認
業
務
を
従
来
の
自
治

体
の
業
務
に
戻
す
べ
く
法
改
正
を

す
る
よ
う
、
国
に
求
め
る
こ
と
を

要
望
し
ま
す
。

２

新
宿
区
の
建
築
審
査
担
当
関
係

各
部
課
が
互
い
に
情
報
を
共
有
し
、

透
明
性
の
高
い
総
合
的
な
審
査
を

す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

□
学
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
調
整
計
画
に

関
す
る
陳
情

１７
陳
情
第
５２
号（
福
祉
健
康
委
員
会
）

↓【
継
続
審
査
】

１

福
祉
部
子
ど
も
家
庭
課
が
平
成

１８
年
度
か
ら
導
入
を
予
定
し
て
い

る
、
学
童
ク
ラ
ブ
利
用
調
整
計
画

の
撤
廃
を
要
望
し
ま
す
。

２

学
童
ク
ラ
ブ
の
定
員
オ
ー
バ
ー

問
題
に
関
し
て
は
、
利
用
者
の
声

を
聞
き
な
が
ら
対
策
を
構
築
し
て

い
く
こ
と
を
要
望
し
ま
す
。

継
続
審
査
中
の
う
ち

採
択
し
た
も
の

□
歩
き
た
ば
こ
禁
止
に
関
す
る
陳
情

１６
陳
情
第
６２
号（
環
境
建
設
委
員
会
）

意
見
書
の
全
文
は
区
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
頂
く
か
、
議
会
事
務

局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

議
会
制
度
改
革
の
早
期
実
現
に

関

す

る

意

見

書

本
格
的
な
地
方
分
権
時
代
を
迎
え
、

住
民
自
治
の
根
幹
を
な
す
議
会
が
そ

の
期
待
さ
れ
る
役
割
と
責
任
を
果
た

し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
方
議
会
制

度
の
改
正
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

よ
っ
て
、
議
会
の
招
集
権
を
議
長

に
も
付
与
す
る
こ
と
、
議
決
権
の
拡

大
、
専
決
処
分
要
件
の
見
直
し
と
不

承
認
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措
置
の

義
務
付
け
、
議
会
に
附
属
機
関
の
設

置
を
可
能
と
す
る
こ
と
な
ど
７
項
目

を
国
会
及
び
政
府
に
求
め
ま
し
た
。

構
造
計
算
書
偽
造
問
題
に
対
す
る

適
切
な
対
応
と
再
発
防
止
を

求

め

る

意

見

書

構
造
計
算
書
偽
造
問
題
に
対
す
る

徹
底
的
な
原
因
究
明
と
厳
正
な
処
分

を
含
む
対
応
を
行
い
、検
査
体
制
の
見

直
し
と
充
実
強
化
、被
害
住
民
に
対
す

る
相
談
・
支
援
体
制
の
創
設
や
生
活
支

援
対
策
な
ど
積
極
的
な
取
り
組
み
を

国
会
、
政
府
及
び
都
に
求
め
ま
し
た
。

保
育
所
及
び
学
童
ク
ラ
ブ
運
営
費

都
加
算
の
存
続
を
求
め
る
意
見
書

東
京
都
の
、
市
町
村
へ
の
認
可
保

育
所
及
び
学
童
ク
ラ
ブ
運
営
費
の
都

加
算
補
助
等
１３
事
業
の
来
年
度
廃
止

の
提
案
は
、
財
政
調
整
で
算
定
さ
れ

て
い
る
２３
区
に
も
多
大
な
影
響
が
及

び
、
保
育
の
現
場
に
大
き
な
混
乱
を

招
く
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の
提

案
で
は
、
零
歳
児
保
育
や
延
長
保
育

を
は
じ
め
子
育
て
支
援
事
業
を
伸
ば

す
ほ
ど
市
町
村
は
財
源
不
足
に
陥
る

こ
と
が
避
け
ら
れ
ず
、
２３
区
に
お
い

て
も
同
様
の
問
題
が
危
惧
さ
れ
る
た

め
、
都
加
算
を
維
持
し
、
対
象
経
費

や
単
価
の
基
準
を
堅
持
す
る
こ
と
を

都
に
求
め
ま
し
た
。

改
造
エ
ア
ガ
ン
対
策
の
強
化
を

求

め

る

意

見

書

相
次
い
で
発
生
し
た
改
造
エ
ア
ガ

ン
に
よ
る
発
砲
事
件
の
再
発
防
止
の

た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
販

売
等
の
取
り
締
ま
り
や
関
連
業
界
団

体
へ
の
自
主
規
制
の
促
進
な
ど
４
項

目
の
実
施
を
政
府
に
求
め
ま
し
た
。

歌
舞
伎
町
「
風
俗
案
内
所
」
を
規
制

す
る
条
例
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

増
加
す
る
風
俗
案
内
所
に
つ
い
て

は
、
有
効
に
規
制
す
る
条
例
が
な
い

た
め
、
そ
の
開
設
を
規
制
し
、
安
全

・
安
心
の
歌
舞
伎
町
を
つ
く
り
、
青

少
年
の
健
全
な
成
長
に
寄
与
す
る
条

例
の
制
定
を
都
に
求
め
ま
し
た
。

簡
易
裁
判
所
新
宿
調
停
セ
ン
タ
ー
の

新

設

を

求

め

る

意

見

書

東
京
簡
易
裁
判
所
の
墨
田
分
室
建

て
替
え
に
伴
う
、
調
停
部
門
の
墨
田

分
室
へ
の
移
管
及
び
大
森
、
中
野
等

３
分
室
の
廃
止
は
、
市
民
の
た
め
に

「
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
拡
充
」

を
し「
裁
判
所
の
利
便
性
の
向
上
」を

図
る
と
い
う
今
次
の
司
法
制
度
改
革

の
理
念
に
逆
行
す
る
も
の
で
す
。
東

京
都
の
西
地
区
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
付

近
に
簡
易
裁
判
所
の
調
停
セ
ン
タ
ー

を
設
置
す
る
こ
と
は
、
新
宿
区
民
は

も
と
よ
り
都
民
全
般
が
調
停
手
続
き

を
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
利
便

性
を
大
き
く
高
め
る
も
の
と
い
え
る

た
め
、
東
京
簡
易
裁
判
所
の
調
停
機

能
を
備
え
る
新
宿
調
停
セ
ン
タ
ー

（
分
室
）を
新
宿
駅
近
く
に
設
置
す
る

こ
と
を
最
高
裁
判
所
に
求
め
ま
し
た
。

期
間

平
成
１７
年
１１
月
１
日
〜

平
成
１７
年
１２
月
１３
日

■
麻
生
輝
久
議
員

平
成
１７
年
１１
月
９
日

文
教
委
員
会
を
無
断
欠
席

平
成
１７
年
１１
月
２４
日

全
員
協
議
会
を
無
断
欠
席

平
成
１７
年
１１
月
２８
日

本
会
議
を
理
由
を
告
げ
ず
欠
席

平
成
１７
年
１１
月
２９
日

文
教
委
員
会
を
理
由
を
告
げ
ず

欠
席

平
成
１７
年
１１
月
３０
日

文
教
委
員
会
を
無
断
欠
席

平
成
１７
年
１２
月
６
日

全
員
協
議
会
及
び
文
教
委
員
会

を
無
断
欠
席

無
断
等
欠
席
議
員
の
状
況

これ１冊で区議会がとても身近なものに�
新しい「わたしたちの新宿区議会」ができました

区議会についてわかりやすく説明した、オールカラーの小冊子です。
区議会のしくみや仕事、区議会議員の役割、請願・陳情制度などにつ
いて書かれています。
また、今年５月に行わ
れた議長・副議長や議会
の各委員会委員の変更に
対応しています。議員の
顔写真や議会の傍聴のよ
うすがわかる写真も掲載
されています。
議会事務局や各特別出
張所で配布していますの
で、ぜひご活用ください。

本
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず
か

に
な
り
ま
し
た
。

平
成
１７
年
第
４
回
定
例
会
の
様
子

を
中
心
に
ま
と
め
ま
し
た
議
会
だ
よ

り
を
お
届
け
し
ま
す
。

本
紙
に
つ
い
て
、
ご
意
見
、
ご
要

望
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
議
会
事
務

局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

編
集
委
員

小

畑

通

夫

宮

坂

俊

文

有

馬

俊

郎

阿

部

早

苗

野
口
ふ
み
あ
き

う
る
し
ば
ら
順
一

小
野
き
み
子

本
紙
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局
調
査
管
理
係

電
話

５
２
７
３
‐
３
５
３
４

あ
と
が
き

●「新宿区議会ホームページ」のアドレスは、http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/gikai/です。
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